
障害者差別の解消に関する事業者等の取組状況調査

① 業界団体における取組状況調査
調査対象：各省庁が把握している所管業界団体
調査方法：各省庁を通じて４52団体へ調査票を配布し、１８６団体から有効回答を得た
対象期間：改正法施行直前の令和６年３月１日から、施行後１年が経過した令和７年４月30日まで
調査内容：業界としての相談体制や取組、業界としての課題

② 民間企業における取組状況調査
調査対象：事業の相手方として障害のある人が想定される、特に顧客と接する可能性の高い民間企業
調査方法：層化無作為抽出により抽出された民間企業10,000社に対し調査票を送付し、1,5２０社から回答を得た
対象期間：改正法施行直前の令和６年３月１日から、施行後１年が経過した令和７年４月30日まで
調査内容：従業員等に対する障害者差別解消法の周知、研修の実施状況、相談事案の対応状況

③ 府省庁における取組状況調査
調査対象：対応指針を策定している各府省庁
対象期間：令和６年３月１日から令和７年４月３０日まで
調査内容：所管業種の障害者差別に係る相談体制、業界団体等に対する周知状況等

※上記の調査と合わせて業界団体や民間企業の好事例調査を実施し、既に内閣府共生・共助ホームページにて公表している

事業者における合理的配慮の提供を義務付ける「改正障害者差別解消法」が令和６年４月に施

行されてから１年が経過したことを踏まえ、同法に基づく業種別の「対応指針」への対応状況に

ついて調査を実施。



業界団体における取組調査

1

〇障害者差別解消法や対応指針について、所管省庁から団体に対する周知が「なかった」とする団体と、団体から所属企業等
に対する周知を「行っていない」とする団体はともに２割程度。

○団体から所属企業等に対する周知方法は、「省庁から送付された文書を共有」が97団体と最も多く、次いで「メール等で障
害者差別解消法等の趣旨について周知」が8７団体。

○障害を理由とする差別の解消に関する研修について、障害者差別解消法について単独で実施している場合と他の研修と兼
ねて実施している場合、それぞれ１割程度。



民間企業における取組調査①

2

〇調査対象期間内に従業員に対して障害者差別解消法等の周知を行っていた企業は３割程度。
○障害を理由とする差別に関する社内マニュアルや社内規則の策定状況については、「定めている」旨の回答をした事業者は

３割程度。「定めている」旨の回答をした事業者の中では、「業界団体等が作成したガイドラインを準用している」と回答した
事業所の割合が高い。

○社内マニュアルや社内規則の策定状況を業種別にみると、「金融業、保険業」「医療、福祉」「運輸業、郵便業」が高い割合。従
業員規模別にみると、従業員数が多い企業ほど「定めている」と回答した事業者の割合が高い。



民間企業における取組調査②

3

〇社内研修について、「実施していない」と回答した企業は全体の８割程度となった。
〇 「実施している」と回答した企業の割合が高かった業種は、「医療、福祉」（51.1％）、「金融業、保険業」（48.0％）であった。
〇研修を「実施している」企業においては、「他の研修と兼ねて障害を理由とする差別に関する研修を行っている」と回答した

割合が最も高く、７割を占めた。
〇社内研修を実施していない理由としては、小規模で研修体制が整備されていないこと、研修時間を確保することが困難で

あること、手本となるような教材等がないこと等が挙げられていた。
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